
納税者権利憲章について

現状

。OECD報告書� (r鱗説者の権利と義務J(2003J) rこよれば、� 

.r縞読者憲章� (Taxoaverピ� Chむ� ter)JIま、「鱗税者の税務に認する権意IJ.灘務をおかり易い言葉で要約しかっ

説明して、ニうした情報をより多くの鯖税者iこ周知させ理解させようとする試みJと定義される。

-その性賀については、 f法令の説明文書(手引文醤)であって、それ自体は法的な文書ではない。一般的!こ、

納税者憲章は、関係法令に含まれているもの以、上に権利義務を加えるものではないJとされている。

-また、基本的な記載議議伊iとして誌、� 

11、@不摂取立の権割、金正当税鱗のみを支払う権割、金子予摂jl'1'警報謡供等を受ける緩和((1続税者の謹草寺(1)
全ぬ縫保、金プライバシーの議奪三、@1屈人議報の保護〉、'1可能

{21続税者の義務{合誠実に対Jie，¥する義務、告会協力義務、参正確な博報・� 3撃懇の期醸j均提出義務、窃記極・

帳簿等謀存義務、。期盟内鍛付事義務)、
 

{3)説法上の義務不膝行の場合に納税者が受けうる制裁(⑫行政上・刑事上の制裁措置)、


が掲げられている。


。現在、� OECD加盟国中、懇意を制定している国は、� 30ヶ問中、� 24ヶ国となっている� (2009年末現在・� OECD
調べ等)� (G7では� 5ヶ悶で制定(米・英.{ム・伊・加げの

主な論点� 

O 議嵩・雪量号、記議事灘、文警の盤墨付rt等についてどう考えるか。



OECD 加盟欝における納税者言襲撃の事IJ~状況〈主な盟)

匿名 続税者議案 総建造事後1) 殺害事後詰} 備考

カナダ 義母税者争奪利理費重量� 19話器若手 公文3態
町一時....…_.....‘……一割 会仲<<.件降仲神明骨食仲河<<明暢調.<<河<<骨仲河<<

ニュージーランド 事典税者重量室主� 1986年 公� )(:1醤� 

ol請書ijl由86年!こ公文喜撃として制定されたものは、� 2003年に事実よ廃止。

イギリス 続税考奇襲主主� 19鵠6若手 公� )(:1態� 02009年・財政法により、草壁家の作成・公表の根拠規定を書IJ設� (2009年� 7月)。再

年� 11丹、歳入関税庁によザ憲章章作成・公議。刊.<< 唱.......骨骨神...骨骨ド骨骨F・4ド<<.仲+休<<.‘� 
(j)l官約書容の絞殺学総法の� illlIEIこより、税務当局が税務調査実施前に周憲章を納

①調査を受ける納税餐の権� ①� 1987匁 ①公文著書 税増野!こ交付することとされた� G

フランス 事iと義務に関する懇意� or鱗使、軍事灘、公蕊Jの8大理主念に主主づ曹、利用者と税務当局それぞれの権利・義

②納税者憲章� ②� 2005年 ②公文書書 務をわかりやすくまとめたもの。� 2005年日月!こ納税者委員会に提示された後、公

議事れた。

アメリカ 納税者としてのあなたの権利� 1988然 公文書韓� 
01988年の税制政� IE法において、納税者の権利等音簡潔に説明した声明文を財

務苦整官官が作成・配布することと吉れた。
卜

アイルランド 納税者憲章� 1989匁 公文書臨
一一一一一一一

スウェーデン 納税者権利慾主主� 1996年 公文著書

オーストラリア 納税者憲章� 1997年 公文書書
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

韓国 納税者権利態窓� 1997年 公文書書
。関税総本法� (19日7年illlIE)により、Li!I税庁長官が憲章蓄の制定及び告示在行うこと� 

I::.iされた。

ト)!-コ 納税者権利宣言� 2005年 公文書盤
一一一一一一一ーー'一一一一'ー・_.-.一一一一一一一一"一一一一一一一� ..酔� φ4恥.<<‘..陰惨拳骨合同..，..恥与....凶.....恥恥 法柚日日<<.凶..凶仲....仲....仲町内側四<<.……日……一一…………崎町一一…一日明叫時………一一一一一一陣一山町一一一一目』・一一一一

オーストリア 納税者憲章� 2008年 公文著書

スペイン 納税者権利保障{法)� 1998年 法律
一一一一一一一一一一一一一一一…吋一一 "明W開明� W守明W守明."..ドザー.� .". ，..，恥略、抽<<る略、...~‘仲持刷恥 …………………………日……併……………一一一一一一日晶色抽一一・……一一一

イタリア 納税者権利章典� 2000空宇 ;去徐

ドイツ なし
一"ーーーー一一一ー一一一

日本 なし

(;主 1) 制定年と[立、各電において最初に納税者憲君主が制定された年であり、よ官官!こ示した納絞殺議書誌が事i波書れ?と絡ではないま議会が診る� e
{注 2) 公文書とI点課税当局発表のもので、納税者の権科等をわかりやす〈まとめた鍔勝文あるいは淡春季にまきいて線総している続税務め議事i在宅事務にまとめた公式文書撃をいう� a 
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更正の請求期間の見直し口いて� i 
現一状�  

or更正の請求」は、申告に係る税額等が計算誤り等により過大である場合に、納税者が自ら申告内容の是正
を税務当局に請求できる権利であり、期限内の適正申告を求める申告納税制度の例外措置である。� 

0通常、納税者が誤りを発見するのは、次の申告期であること等を踏まえ、現行の更正の詰求期聞は� 1年間と
されている。� 

O別途、税務署長は5年間、職権により減額更正を行うことができる。

【主な更正等の期間制限】(申告納税方式による国税の場合)

区 分 期間制限(通常の場合) 脱税の場合

課税庁
による

税額等の増(r増額更正J) 法定申告期限から� 3年(法人税については5年) 法定申告期限

から� 7年税額等の減(r減額更正J) 法定申告期限から� 5年

納税者
による

税額等の増(r修正申告J ) 法定申告期限から� 5年

税額等の減(r更正の請求J) 法定申告期限から� 1年(後発的事由の場合� 2月)

主な論点� 

0納税者の視点に立ち、納税者から更正の請求ができる期間の延長を検討するに当たっては、増額更正の期間(原則� 3
年)や、減額更正の期間� (5年)をどのように適正に設定するかという問題があり、総合的な検討が必要ではないか。� 

0更正の請求期間を延長する場合、更正処分に対する不服申立期間(現行� 2月間)を経過した後においても更正の請求が
行えることとなり、事実上、不服申立期聞が延長されることと閉じこととなるが、この点について、納税者の権利救済
と法律関係の早期安定との要請に照らし、どのように対応すべきか。� 

0実務面への影響の検証や、執行体制の整備についてどう考えるか。� 
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醗 iニ関する本語閉鎖震の躍し  

i現技|  

0国税の不壊申立苧続において話、結分の大盤性、争いの特殊性から、 f異議申立てj及び「審
査譜求」の手続を設け、療関としてここれらの平続を経た後に原処分の取消訴訟を謹起できるこ
ととし、納税者の簡易・迅還な救液と、争訟の合理化を図っている。 

0また、審棄請求については、特!こ審理の響観性・公正性を高める観点から、執行とは分離され

た、閣税庁の特別の機関である「悶税不服器判断Jがこれを行うこととしている。

|主な論点 i 
O国税の不服申立制捜のあり方の見直しに逝たっては、納税者の視点に立ち、納税者の簡易.ill，漉

な救済や、争訟の合理化といった観点から、そのあり方を総合的に検討することが必襲。

。また、鹿税不離審判所iニおける審理の客観性・公正性を一層高める観点から、どのような見直し

が考えられるか。 

1]。実務面への霊長響の検証や、執骨体憲 の整備iこついてどう考えるか。



I 

関税iこ関する不服申立制震(現待〉

。国税の不騒申立手続においては、経分の大鑓性、争いの特換性から、「業譲申立てj及び� f審査請求J

金援範を設け、原則としてこれらの手続を経た後に原処分の取渚訴訟な提超できることとし、納税者の� j

簡易・迅速な数済と、争訟の合理化を患っている。� 
0また、審査講求については、特に審理の客観性・公正性を高める観点から、執行と拡分離された、国税

庁の特期の機関である「閤税不鰻審判所Jがこれを行うこととしている。
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租税議員号の晃蓋しについて� [22年度改正案]

重二亙� 
O租説iこ闘する議員IJの法定晋1]については、暗和� 56年iこ現行の7./<滋設で引き上げられたが、それ以鱒兇陵会れていなかった。� 

O しかしながら、大口、感鐙な脱説事件が依然として多数発生しているとよニろ(年間告発件数 150~200 件、 l 件当たり脱
税額1{意� 5千万円程度)。� 

0他方、他の主要な縦済犯(例えば、金融商品取引法、貸金業法、特許法等)をみても、近年、法定刑の引よこげが行われ

ているところであり、租税罰則の法定刑との君主離が生じていた。

亙豆三重
把罪類型 現行(主なもの〉 改正案〈主なもの〕

C:D脱説翠

{不正手段により税を免れ
 穂町長手以下の懲役若しくは� 500万円以下{憐� .rlO年以下の懲役若しくは L000方向以下〈情状

る行為) 状!こより続投額以下〉の書会又は併科J(蕊 により続殺額以下〉の罰金又は併科J(言支援税 e

議税・消費税の場合〉等 消費税の場合〉に引き上iずる等、法定期のきi上� 

iデ 〈主主1)

争秩序犯� • rl岩手以下の憩投又は� 20万円以下の罰金j 縄基本的L、rl年以下の懲投又は� 50"Jj円以下の

{申告書の不提出、検査ゑ 等(麗接税� E 消費税の場合) 罰金J fこ揃える等、法定芽Ijの引上げ(注� 2)
避等の行為) ※間後税者事(消費税を除く)については、基本的 ※間接税等(消費税を除く)については、新たに「よif 

iと務H並刑のみ 以下の懲役刑Jを設ける

• r2年以下の懲役又は� 100万円以下の罰金Jに罰

違反の罪

③税務職員の守秘麓務� 
金賀Ijを引上げ

(獲接税嶋消費税)

剛� f2年以下の懇役又は� 30万円以下の罰金J
府守秘義務違反の統一的規定を通酎法!こ設けると

ともL、処罰対象範囲を拡大{注計
」 宅宇...，、、，宇、=� 

(注1)このほか、間接税害事{泌護費税 
....L明暗� w品.>.、、...ぜ孟I 品"'..2，.� "A  ~ ‘軍叫訓>..，-岨"，，，，，�  .........-rn 1 ..... 間五~ ヨ 明 、ち作守~=r:λ陪<><時T時，-恥 I~'JJN
........ .........-rn¥ 丹、在型'"
..... 


形については� 200万内{現行� 1∞万内}に引き上げる等の免疫しを行う。
{注 2)直接税・消費税の務主筆者務務で然りえた秘密を溺洩する行為iこ加え、新たに問後税考察{消費税を徐く〉の務王室率務、感税きら刻家伶の毅

査事務、国税の徴収務務者撃で会pりえた秘密を猿換する行為を処雪ij対委員に波書設。
{注 3)r直接税JU立、所得税、さ友人税、綴絞税、総与税及び主選鑑殺さといい、� f総後税者約とは、消費税、港鋭、たばこ税、たばこ終別税、

揮発独税、総方事霊祭主主税、まざ議選ガス税、右主主石炭税、主主主空機燃料税、議綴綴ヲ話線滋税主主び印紙税をいう。
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C経鮒鄭出足(J)変化!こ対拡し、機lれの{諒Eの一層の向上を図る観側、ら、� 22年商攻正において、次のとおり、棚細則の見直しを行う。
現行時な犯罪椴(制法定例) 一 対応の方向性 ー一一一一1
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。税税犯 -懲役邦jの事IJこiず・善意金測の事iよ!ず{詐欺罪との類似性、他の絞済犯の法ま差別とのバランス等を考慮)� 
(5年以下の懲役務し 内〈情状によ

り! えび?書 【改正里民]間続税犯に係る懲役子械の上限を� 10年iこ引き上げる〈復縁税及び間接税等〉。


重量意
 俗説殺さむに係~童話金銭iのよ娘〈定額部分〉を皆、穫後税lJI.ぴ鴻護費税については 1 ，000 方向 

1:.. $潟護費税後徐く煎緩税等については 1∞方向にそれぞれ引き上げる。

. (1)単純費奪取を努鎮の法定?械の引上げ、� (2)H発税の故意をもって綴念を行わず、綴税の結果を発5主さ;

(1年以下の懲役又は 20万内以下の罰金)仮復

。単純無識をき罪(~争後議コド援出〉 

せた鍔〈重軽織を告脱税犯)の創設〈説税犯と単純緩や?を犯との法定例のバランスを考慮〉

接税及びf世E費税の場合〉 【改正案](1)単純熊取を告書撃について、罰金子刊の上限を� 50万円!こ事j慾よiずる等の晃直しを行う。� 

(2) I納税関H告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた」者を処罰す

る規定(次に掲げる懲役刑若しくは観金刑又はよこれらの併科〉を創設する。

①懲役l'fIJについては、� 5年以下の懲役とする。

③観念刑については、直接税及び消費税については� 500万円(情状により脱税額)

以下の罰金とし、消費税を除く間接税等については� 50万円(情状により脱税額の� 

3俗)以下の罰金とする。

。源泉所得税不納付採 -懲役測の号1..t11.観念郊jの引上げ{脱税犯や{也の絞殺犯の法定例とのバランス、業務上横領努� 

(3年以下の懲役務しくは� 1∞万円〈情状によ との類似数毒事な考慮)


り脱税額)以下の総会又は併科〉
 
E主主流家]潟主義所得税不納付罪の法定例を鋭税犯との均衡を踏まえ引き上げる。

-不iと滋付の米遂〈又iま不正な還付誇求行為〉号是主義務ずる規定の嚢IJ設(詐欺未遂罪とのパ ンス;

(自己名義によるものは不処罰、他人名義に

。不正還付の未遂

毒事役場雪感〉


よるものは詐欺米遂努として処罰)

【改正案]波書費税の不正還付の未遂〈又は不正主主還付務主役行為〉後処罰する規定をtJ設する。

[改正採]上記のほか、検査忌避犯等の秩序犯や、税務級長の守秘義務違反に対する罰則の水準

を引き上げる等の整備を行う。
 
J、一、一“、 1:0.五 品目岳告虫4 目幽』血，~.叩 ~~L 拍~""ゅー司、司、 悶悶..J<fr.;tX，� h世¥_I-l. 誌恥・司"'''� ""-1$甲特�  ... t.:rr γ-

。その他

4忠弘お掛X-L:苔範h品4を密室主占叫包容4詰認申t:.瓜r 岨「司長笠智~噌，. ， 旬 ‘ .•••.• 円，同四.-...t.�  

泊ガス税、石油脱税、航空機燃料税、電源開発促滋税及び印紙税ないう。� 
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